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【研究の目的】 
 この共同研究においては、日本法にも強い影響を与えている英米法系の公法について、共同研究員の
個人研究を基礎としつつ、その歴史的背景を踏まえつつ、今日的実相を明らかにすることを目的とする。
具体的には、アメリカのみならず、英国、カナダ及びオーストラリア等のコモンウェルス法の公法とり
わけ憲法の現代的展開を研究し、この分野における日本法との比較法研究に貢献するものである。 
 
【研究活動及び成果】 

2021年度も、COVID-19の影響を受け、グループとしての活動は極めて限定的なものとなり、個人研究
を中心に活動せざるを得なかった。2022年度においては、研究会を開催し、共同研究グループとしての
活性化を行うべく準備を進めることとしている。 

なお、代表者が本共同研究の課題の一部として進めている情報法領域における英米法の日本法への影
響研究については、オンライン国際シンポジウム（韓国・日本・中国）に招待を受けて参加して発表を
行った（日本「法の英語による情報発信に関する基盤辞書辞典研究」共同研究グループのメンバーと共
に参加）。  
口頭発表 

Data Governance’s current state and legal issues (2021 International Academic Conference) 
hosted by AI-Data Law center of Law Research Institute, Inha University (Korea) on October 21, 2021, 
online. 

1st Session “Data Governance’s Current State and Legal Issues in Japan” 
Presenter: Nobuyuki Sato 
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